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長門市分別収集計画長門市分別収集計画長門市分別収集計画長門市分別収集計画    

    

令和４年６月  

１１１１    計画策定の意義計画策定の意義計画策定の意義計画策定の意義    

快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に支

えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成し環境負荷の低減に向け

て取り組む必要がある。また、ＳＤＧｓが目指す持続可能な社会の実現につながる取組み

をそれぞれの立場で推進していくことが重要である。 

本市の一般廃棄物処理基本計画では、市民・事業者・行政の３者や地域間での連携をさ

らに強化することにより持続可能な社会を実現し、「循環型社会のまち・ながと」を未来へ

つなぐことを目的としている。平成２９年度からは新資源化施設の稼働開始に伴い、市内

全域においてさらなる分別収集を実施している。減量・再使用・再生利用・発生回避とい

うごみの４Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル、リフューズ）の他に、食品ロス削減

やプラスチック類排出抑制など、さらなるごみの減量と再資源化を目指すこととしている。 

  本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関す

る法律（以下「法」という。）第８条に基づいて、一般廃棄物の大半を占める容器包装廃棄

物を分別収集し、及び地域における容器包装廃棄物の４Ｒを推進し、最終処分量の削減を

図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らかにすると

ともに、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を

示したものである。 

  本計画の推進により、容器包装廃棄物の４Ｒを推進するとともに、廃棄物の削減に加え、

食品ロス削減やプラスチック類の削減といった質の高いごみの減量化、最終処分場の延命

化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるもので

ある。 

 

 

２２２２    基本的方向基本的方向基本的方向基本的方向    

  本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

① ごみの排出抑制とリサイクルを基本とした地域社会づくり 

② すべての関係者が一体となった取組による環境負荷の低減 

③ ごみの適正な処理、処分の推進 

 

 

３３３３    計画期間計画期間計画期間計画期間    

  本計画の計画期間は、令和５年４月を始期とする５年間とし、令和７年度に見直す。 

 

 

４４４４    対象品目対象品目対象品目対象品目    

  本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無

色、茶色、その他）、飲料用紙容器、段ボール、その他紙製容器包装、ペットボトル、その

他プラスチック製容器包装を対象とする。 

 



 ２ 

５５５５    各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号）各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号）各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号）各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号）    

  本市において排出される容器包装廃棄物の排出量の見込みは、表１のとおりである。 

 

  表１表１表１表１                               （単位：ｔ） 

 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 

容器包装廃棄物 1,358 1,340 1,322 1,303 1,283 

 

 

６６６６    容器包装廃棄物の排出容器包装廃棄物の排出容器包装廃棄物の排出容器包装廃棄物の排出のののの抑制抑制抑制抑制をををを促進するための方策に関する事項促進するための方策に関する事項促進するための方策に関する事項促進するための方策に関する事項    

（法第８条第２項第２号）（法第８条第２項第２号）（法第８条第２項第２号）（法第８条第２項第２号）    

  容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るため、以下の方策を実施する。 

  今後、実施にあたっては、市民、事業者、再生事業者等がそれぞれの立場から役割を分

担し、相互に協力・連携を図っていくこととする。 

(１ ) 普及・啓発活動の推進 

① 環境教育、啓発活動の充実 

リサイクルセンターやごみ処理施設の見学や体験学習の機会提供により、環境意

識の向上を図るとともに、出前講座や各種イベント等、あらゆる機会を活用し市民、

事業者に対して、ごみ排出量、ごみ処理経費等ごみ処理の状況についての情報を提

供することにより、ごみの排出抑制、分別排出、再生利用の意義及び効果に関する

教育啓発活動に取り組む。    

   ② 情報の共有化 

     ごみの減量、分別及びリサイクルの意義や取組方法について、ホームページや広

報誌等の様々な媒体を通じてごみ問題に関する情報を提供し意識の高揚を図る。 

     長門市版 資源・ごみ分別アプリ「さんあ～る」を活用し、分別やリサイクルに

関する情報を提供していく。また、出前講座や講習会等の機会を利用し積極的にＰ

Ｒを行い利用促進を図る。 

 (２ ) 排出抑制及び資源回収の推進 

   ① 過剰包装の抑制 

     スーパーマーケット等の小売店での包装の簡素化を推進し、できるだけごみが出

ない商品の購入を市民に呼びかけていく。 

   ② マイバッグ、マイカトラリー、マイボトル運動等の推進 

     レジ袋削減のためのマイバック、割りばしやプラスチックス製のスプーンなどの

使用を削減するマイカトラリー、１回の使用で廃棄される紙コップ・プラカップの

排出を削減するマイボトル運動など事業者等の協力のもと積極的に推進し、地球環

境の保全と循環型社会の形成に向けた取り組みを行う。 

   ③ ごみ収集の有料化の検討 

     ごみの排出抑制、分別収集による減量化・リサイクルの取組等への意識高揚及び

排出量に応じた費用負担の公平化を図るため、有料化のあり方を検討する。 

④ 古紙類の回収 

     容器包装廃棄物以外の古紙類（新聞、雑誌）の回収を推進する。 



 ３ 

 (３ ) 取組支援の推進 

   ① 生ごみ堆肥化容器等の購入支援 

     市民自らのごみの減量活動を支援するため、生ごみ堆肥化容器等の購入に係る補

助金を交付する。 

 

   ② 不用品交換会促進への支援 

     不用品を交換し再使用を促進するため、HP や広報等での不用品交換を行う場を

設け、市民に情報を提供する。 

 

７７７７    分別収集分別収集分別収集分別収集ををををするものとしするものとしするものとしするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係た容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係た容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係た容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係

る分別の区分る分別の区分る分別の区分る分別の区分    （法第８条第２項第３号）（法第８条第２項第３号）（法第８条第２項第３号）（法第８条第２項第３号）    

  長門市一般廃棄物処理基本計画及び廃棄物処理施設の整備状況等を総合的に勘案し、分

別収集をする容器包装廃棄物の種類を表２左欄のように定める。 

  また、市民の協力度、収集運搬体制、選別施設等を勘案し、収集に係る分別の区分は、

表２右欄のとおりとする。 

 

   表２表２表２表２    分別収集する容器包装廃棄物の種類及び区分分別収集する容器包装廃棄物の種類及び区分分別収集する容器包装廃棄物の種類及び区分分別収集する容器包装廃棄物の種類及び区分    

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
缶 

主としてガラス製の容器 

 

       無色のガラス製容器 

       茶色のガラス製容器 

       その他のガラス製容器 

ガラスびん 

主として紙製の容器であって飲料を充てんする

ためのもの（原材料としてアルミニウムが利用さ

れているものを除く。） 

飲料用紙パック 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主として紙製の容器包装であって上記以外のも

の 

飲料用紙パック、段ボール以外の紙

製容器包装（その他の紙製容器包装） 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）

製の容器であって飲料、しょうゆ等充てんするた

めのもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上

記以外のもの 

ペットボトル以外のプラスチック製

容器包装（その他のプラスチック製

容器包装） 

 



 ４ 

８８８８    各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みリサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みリサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みリサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み    

（法第８条第２項第４号）（法第８条第２項第４号）（法第８条第２項第４号）（法第８条第２項第４号）    

  特定分別基準適合物及び主務省令で定める物の量の見込みは、表３のとおりである。 

 

 表表表表３３３３    特定分別基準適合物及び主務省令で定める物の量の見込み特定分別基準適合物及び主務省令で定める物の量の見込み特定分別基準適合物及び主務省令で定める物の量の見込み特定分別基準適合物及び主務省令で定める物の量の見込み 

 

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

67ｔ 0ｔ 66ｔ 0ｔ 65ｔ 0ｔ 64ｔ 0ｔ 63ｔ 0ｔ

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

80ｔ 0ｔ 79ｔ 0ｔ 78ｔ 0ｔ 77ｔ 0ｔ 76ｔ 0ｔ

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

29ｔ 0ｔ 29ｔ 0ｔ 28ｔ 0ｔ 28ｔ 0ｔ 27ｔ 0ｔ

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

61ｔ 0ｔ 60ｔ 0ｔ 59ｔ 0ｔ 58ｔ 0ｔ 57ｔ 0ｔ

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

61ｔ 0ｔ 60ｔ 0ｔ 59ｔ 0ｔ 58ｔ 0ｔ 57ｔ 0ｔ

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

233ｔ 0ｔ 230ｔ 0ｔ 227ｔ 0ｔ 224ｔ 0ｔ 220ｔ 0ｔ

（引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量) （引渡量） (独自処理量)

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

主として紙製の容器であっ

て上記以外のもの
57ｔ

（合計） （合計） （合計） （合計）主としてポリエチレンテレ

フタラート（ＰＥＴ）製の

容器であって飲料又はしょ

うゆその他主務大臣が定め

る商品を充てんするための

もの

（合計）

61ｔ 59ｔ 58ｔ 57ｔ60ｔ

0ｔ

主としてスチール製の容器

主としてアルミ製の容器

無色のガラス製容器

茶色のガラス製容器

その他のガラス製容器

主として紙製の容器であっ

て飲料を充てんするための

もの（原材料としてアルミ

ニウムが利用されているも

のを除く。）

主として段ボール製の容器

主としてプラスチック製の

容器包装であって上記以外

のもの

うち白色トレイ

（合計） （合計）

1ｔ

647ｔ

（合計）

233ｔ

（合計） （合計） （合計）

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

（合計） （合計） （合計）

230ｔ 227ｔ 224ｔ 220ｔ
（合計）

（合計） （合計） （合計）

61ｔ 60ｔ 59ｔ 58ｔ
（合計） （合計）

９年度

（合計）

５年度 ６年度 ７年度

47ｔ

65ｔ 64ｔ
（合計）

44ｔ

（合計）

29ｔ

８年度

（合計）

80ｔ

67ｔ

46ｔ

66ｔ

（合計）

79ｔ

46ｔ

63ｔ
（合計）

65ｔ

（合計）

78ｔ 77ｔ

（合計）

28ｔ
（合計）

29ｔ

１ｔ

（合計） （合計）

27ｔ

１ｔ

28ｔ

１ｔ

45ｔ

62ｔ
（合計）

64ｔ

（合計）

638ｔ 630ｔ 621ｔ 612ｔ

１ｔ

61ｔ
（合計）

63ｔ

（合計）

76ｔ

 

※白色トレイについては、店頭回収が行われている店舗が多いことから、今後もこれを優先

してリサイクルを進めることとしている。 

 

 

９９９９    各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法    

  特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省

令で定める物の量の見込み 

＝  直近年度の分別基準適合物等の収集実績 × 人口変動率 

  人口変動率は、長門市一般廃棄物処理基本計画(令和 4年 3月策定)内の推計人口に基づ

き、令和 3年度末住民基本台帳人口（32,031人）を基準に、次のとおり設定した。 



 ５ 

 

5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 

31,568 人 

(令和3年度比) 

98.55％ 

31,151 人 

(令和3年度比) 

97.25％ 

30,733 人 

(令和3年度比) 

95.95％ 

30,291 人 

(令和3年度比) 

94.57％ 

29,849 人 

(令和3年度比) 

93.19％ 

※上表中、人口変動率は算定に用いた値の小数点第３位を四捨五入したものを表示している。 

 

 

10101010    分別収集を実施する者に関する基本的な事項分別収集を実施する者に関する基本的な事項分別収集を実施する者に関する基本的な事項分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号）（法第８条第２項第５号）（法第８条第２項第５号）（法第８条第２項第５号）    

  本市における容器包装廃棄物の分別収集を実施する者は、表４のとおりとする。 

なお、その他の紙製容器包装、その他のプラスチック製容器包装については、平成２９

年度から実施している分別収集を徹底する。 

 

 表４表４表４表４    分別収集の実施主体分別収集の実施主体分別収集の実施主体分別収集の実施主体    

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬段階 選別・保管等の段階 

缶 

スチール 

資源ごみ 
市による定期収集 

委託業者による定期収集 

長 門 市 

（選別・貯留） 
アルミ 

ガ
ラ
ス
び
ん 

無色びん 

資源ごみ 
市による定期収集 

委託業者による定期収集 

長 門 市 

（選別・貯留） 
茶色びん 

その他びん 

紙
類 

飲料用紙製容器 

資源ごみ 
市による定期収集 

委託業者による定期収集 

委託業者 

（選別・貯留） 

段ボール 

その他紙製容器包装 
長門市 

（選別・梱包・貯留） 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル 

資源ごみ 
市による定期収集 

委託業者による定期収集 

長 門 市 

（選別・梱包・貯留） その他プラスチック製

容器包装 

そ
の
他 

新聞、雑誌等 

資源ごみ 
市による定期収集 

委託業者による定期収集 

委託業者 

（梱包・貯留） 
古着 
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11111111    分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号）分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号）分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号）分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号）    

  長門市リサイクルセンターにおいて、容器包装廃棄物のうち、缶・ガラスびん・ペット

ボトルについて、シルバー人材センターに委託して選別・圧縮・保管を行っている。 

また、その他の紙製容器包装及び、その他のプラスチック製容器包装については、長門

市清掃工場内のリサイクル施設において、シルバー人材センター・社会福祉法人に委託し

て選別・圧縮・保管を徹底している。 

 

  分別収集の用に供する収集体制・施設の整備の概要は、表５のとおりとする。 

 

 表５表５表５表５    分別収集の用に供する施設整備等の概要分別収集の用に供する施設整備等の概要分別収集の用に供する施設整備等の概要分別収集の用に供する施設整備等の概要    

分別区分 容器包装廃棄物  収集容器 収集方法 収集機材 中間処理施設 

資源ごみ 

（缶） 

スチール缶 

アルミ缶 
コンテナ ステーション方式 

パッカー車 

トラック 

（直営・委託）  

長 門 市

リサイクルセンター  

資源ごみ 

（ガラスびん）  

無色びん 

茶色びん 

その他びん 

コンテナ ステーション方式 

ダンプ車 

トラック 

（直営・委託）  

長 門 市

リサイクルセンター  

資源ごみ 

（ペットボトル） 
ペットボトル コンテナ ステーション方式 

パッカー車 

トラック 

（直営・委託）  

長 門 市

リサイクルセンター  

資源ごみ 

（古紙類） 

段ボール 

飲料用紙製容器 
紐で縛る ステーション方式 

トラック 

（直営・委託）  

収集委託業者の 

圧縮・保管施設 

資源ごみ 

（その他紙） 
その他紙製容器  紐で縛る ステーション方式 

トラック 

（直営・委託）  

長門市清掃工場内

リ サ イ ク ル 施 設 

資源ごみ 

（その他プラ） 
その他プラスチック 袋 ステーション方式 

パッカー車 

（直営・委託）  

長門市清掃工場内

リ サ イ ク ル 施 設 
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12121212    その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項    

  〇〇〇〇    従前の容器包装廃棄物の分別に加え、平成２９年度から、その他の紙製容器包装、

その他のプラスチック製容器包装の分別収集を開始しているが、市民(自治会等)や、

事業者、官公庁、学校等から、更なる分別協力を得るため、ごみの出し方を解説した

パンフレット等を配布するとともに、啓発ビデオを利用し、継続して出前講座等を開

催して分別の徹底を図っていく。 

  〇〇〇〇 容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率的に進めていくために、自治会、各種団

体、事業所の代表者からの委員で構成されたごみ減量等推進協議会を活用し、推進体

制を強化する。 

  〇〇〇〇 毎年度、分別収集計画記載事項の実績を確認、記録し、３年後の計画改定時には、

その記録をもとに事後評価を行うこととする。 

〇〇〇〇 定期収集日以外の受入れが可能な拠点回収施設についてＨＰや資源・ごみ分別アプ

リ「さんあ～る」などでＰＲを行い市民の利便性の向上とごみ分別意識の高揚を図る。    

  〇〇〇〇 令和 4年 4月、「プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律」が施行された

ことを受け、プラスチックに代替する素材を検討する取り組みとして、バイオマスプ

ラスチック製品の積極的な導入の検討や、特定プラスチック製品（ワンウェイプラス

チックなど）の使用合理化につながるマイボトルや、マイカトラリーの使用をＰＲす

るなど意識の醸成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 


